
                    

岬町庁舎整備に関する住民意見の聴取（案） 

 

１．目 的 

  岬町庁舎整備について住民の意見を把握するため、住民アンケート調査をはじめ

とした住民意見の聴取を実施する。 

  なお、住民意見の聴取の実施結果については、岬町庁舎整備検討委員会に報告し、

当委員会における検討の基礎資料として活用する。 

 

２．具体的な方法 

 ⑴ 住民アンケート調査 

対  象 1,000人（18歳以上の住民）※無作為抽出 

実施期間 令和元年７月 

実施方法 郵送 

 

 ⑵ アンケート設問の設定 

   岬町庁舎整備の主な論点（機能、整備手法、建設場所）に対する住民の意向を

把握するための設問を設定する。（資料６－２、６－３参照） 

 

 ⑶ タウンミーティング 

   タウンミーティング（５月１７日～６月５日。町内１５箇所で開催。）で岬町

庁舎整備の件を政策課題として説明する。（資料６－４参照） 
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